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七
尾
市
物
価
高
騰
対
策 

事
業
者
給
付
金 

 

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
市
内

中
小
企
業
者
の
事
業
継
続
・
経
営
安

定
の
た
め
の
給
付
金
で
す
。 

直
近
の
決
算
に
お
け
る
水
道
光
熱

費
（
電
気
料
金
・
ガ
ス
料
金
・
水
道
料

金
）
及
び
燃
料
費
（
ガ
ソ
リ
ン
・
灯

油
・
軽
油
・
重
油
等
）
に
要
し
た
経
費

に
応
じ
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。 

 [

申
請
書
類] 

①
七
尾
市
物
価
高
騰
対
策
事
業
者

給
付
金
申
請
書 

②
申
請
事
業
者
確
認
書 

③
直
近
の
確
定
申
告
書
及
び
決
算

書
の
写
し 

④
振
込
口
座
が
わ
か
る
書
類 

⑤
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
の
写
し 

(

法
人
に
限
る
） 

  

確
定
申
告
書
及
び
決
算
書
の
写
し

に
つ
い
て
、
個
人
事
業
主
に
お
い
て

は
令
和
５
年
分
も
し
く
は
令
和
４
年

分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
請
は
郵

送
も
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
２
種
類

か
ら
選
択
で
き
ま
す
。 

申
請
に
必
要
な
書
類
の
確
認
や
申

請
の
方
法
が
分
か
ら
な
い
方
は
、
商

工
会
で
申
請
支
援
を
し
て
お
り
ま
す

の
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

               

補
助
金
の
ご
案
内 

《
石
川
県
な
り
わ
い 

再
建
支
援
補
助
金
（
県
）》 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

災
害
の
た
め
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

地
域
に
お
い
て
、
石
川
県
が
作
成
す

る
復
興
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
中
小

企
業
等
が
行
う
施
設
復
旧
等
に
要
す

る
経
費
の
一
部
を
国
と
県
が
補
助
す

る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
域
の
復
旧

及
び
復
興
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
ま
す
。 

補
助
対
象
は
、
中
小
企
業
者
等
が

所
有
し
、
事
業
に
供
す
る
施
設
ま
た

は
設
備
で
あ
り
、
令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
に
よ
る
災
害
の
た
め
損
壊
ま

た
は
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
困

難
に
な
っ
た
も
の
の
う
ち
、
県
内
の

施
設
及
び
設
備
の
復
旧
・
整
備
に
要

す
る
経
費
で
す
。 

【
補
助
上
限
】 

 
 

15
億
円 

 

【
補
助
率
】 

［
中
小
企
業
者
］ 

 

３
／
４ 

［
中
堅
企
業
］ 

 
 

１
／
２ 

【
受
付
締
切
】 

随
時
申
請
を
受
付
中
で
す
。
一
定

期
間
継
続
し
て
募
集
す
る
予
定
で
あ

る
た
め
、
焦
ら
ず
、
じ
っ
く
り
ご
検

討
く
だ
さ
い
。 

 《
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

【
災
害
支
援
枠
】（
国
）》 

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

災
害
支
援
枠
（
令
和
６
年
能
登
半
島

地
震
）」
は
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地

震
に
よ
る
被
災
区
域
４
県
（
石
川
県
、

富
山
県
、
福
井
県
、
新
潟
県
）
に
所
在

す
る
小
規
模
事
業
者
の
事
業
再
建
を

支
援
す
る
た
め
、
商
工
会
の
助
言
も

受
け
な
が
ら
災
害
か
ら
の
事
業
の
再

建
に
向
け
た
計
画
を
事
業
者
自
ら
作

成
し
、
作
成
し
た
計
画
に
基
づ
い
て

行
う
事
業
再
建
の
取
組
に
要
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。 

【
補
助
上
限
】 

［
直
接
被
害
］ 

 

２
０
０
万
円 

［
間
接
被
害
］ 

 

１
０
０
万
円 

 

※
直
接
被
害 

市
町
村
が
発
行
す
る
事
業
所
等

直近の決算における水道光熱

費及び燃料費の合計 

1事業者当たり 

の給付額 

50万円以上 100万円未満 5万円 

100万円以上 1000万円未満 10万円 

1000万円以上 20万円 

七尾市物価高騰対策事業者給付金給付額 

※水道光熱費と燃料費の合計が 50万円未満の場合は対象外 

※1事業者当たりの給付額の上限は 20万円 
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が
罹
災
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
公

的
書
類
（
例
：
「
罹
災
（
被
災
）
証

明
」
な
ど
）
が
必
要
で
す
。 

※
間
接
被
害 

地
方
自
治
体
が
独
自
に
発
行
し

た
証
明
書
（
例
：
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
４
号
の
認
定
書
」
な
ど
）
が
必

要
で
す
。 

【
補
助
率
】
２
／
３ 

 

【
受
付
締
切
】 

 

未
定(

４
次
公
募
開
始
予
定) 

 

《
中
小
企
業
者
持
続
化
補
助
金 

【
災
害
支
援
枠
】
（
県
）》 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

災
害
に
お
い
て
は
、
多
く
の
県
内
中

小
企
業
者
が
、
生
産
設
備
や
販
売
拠

点
の
流
出
・
損
壊
や
、
顧
客
や
販
路

の
喪
失
と
い
う
状
況
に
直
面
し
て
い

ま
す
。 

こ
う
し
た
中
小
事
業
者
の
事
業
再

建
を
支
援
す
る
た
め
、
本
補
助
金
事

業
を
実
施
し
、
商
工
会
な
ど
の
助
言

も
受
け
な
が
ら
災
害
か
ら
の
事
業
の

再
建
に
向
け
た
計
画
を
事
業
者
自
ら

作
成
し
、
作
成
し
た
計
画
に
基
づ
い

て
事
業
再
建
の
取
組
に
要
す
る
経
費

の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

石
川
県
内
に
本
社
ま
た
は
主
た
る

事
業
場
を
有
す
る
、
令
和
６
年
能
登

半
島
地
震
の
被
害
を
受
け
た
中
小
企

業
者
で
あ
る
こ
と
。（
※
小
規
模
事
業

者
は
除
く
） 

 

【
補
助
上
限
】 

［
直
接
被
害
］ 
 

２
０
０
万
円 

［
間
接
被
害
］ 

 

１
０
０
万
円 

※
直
接
被
害 

市
町
村
が
発
行
す
る
事
業
所
等

が
罹
災
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
公

的
書
類
（
例
：
「
罹
災
（
被
災
）
証

明
」
な
ど
）
が
必
要
で
す
。 

※
間
接
被
害 

地
方
自
治
体
が
独
自
に
発
行
し

た
証
明
書
（
例
：
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
４
号
の
認
定
書
」
な
ど
）
が
必

要
で
す
。 

 【
補
助
率
】
１
／
２ 

 

【
受
付
締
切
】 

 

未
定(

３
次
公
募
開
始
予
定) 

《
小
規
模
事
業
者
事
業
継
続
支
援
補
助
金 

（
国
持
続
化
補
助
金
へ
の
上
乗
せ
補
助
）
》 

国
の
「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補

助
金
（
災
害
支
援
枠
）」
に
県
が
最
大

で
１
０
０
万
円
を
上
乗
せ
補
助
し
ま

す
。 

【
補
助
対
象
】 

国
の
持
続
化
補
助
金
の
交
付
決
定

を
受
け
、
補
助
金
の
受
取
が
完
了
し

た
石
川
県
内
に
事
業
所
を
有
す
る
小

規
模
事
業
者
等 

 

【
補
助
上
限
】 

 

１
０
０
万
円 

 

【
補
助
条
件
】 

①
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金

の
「
災
害
支
援
枠
」
で
あ
る
こ
と 

②
直
接
被
害
（
補
助
上
限
２
０
０

万
円
）
で
の
申
請
で
あ
る
こ
と 

③
補
助
金
対
象
経
費
（
総
事
業
費
）

が
３
０
０
万
円
超
で
あ
る
こ
と 

④
補
助
対
象
経
費
の
全
部
ま
た
は

一
部
が
、
復
旧
に
関
す
る
経
費

（
建
物
の
修
繕
費
、
機
械
の
修

理
費
ま
た
は
入
替
等
）
で
あ
る

こ
と 

 

【
補
助
率
】 

 
 

２
／
３ 

 

《
七
尾
市
な
り
わ
い
再
生
支
援
補
助
金
》 

 

震
災
か
ら
の
事
業
再
建
に
取
り
組

む
事
業
者
で
「
石
川
県
な
り
わ
い
再

建
支
援
補
助
金
」
・
「
小
規
模
事
業
者

持
続
化
補
助
金
（
災
害
支
援
枠
）
」
・

「
中
小
企
業
持
続
化
補
助
金
（
災
害

支
援
枠
）」
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

け
た
場
合
に
上
乗
せ
補
助
し
ま
す
。 

 

【
補
助
金
額
】 

補
助
対
象
経
費
か
ら
県
補
助
金
等

の
交
付
確
定
額
を
差
し
引
い
た
額

（
自
己
負
担
額
）
に
２
分
の
１
を
乗

じ
た
額
（
上
限
５
０
万
円
） 

 

補
助
金
に
採
択
さ
れ
ま
し
た 

●
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金

（
災
害
支
援
枠
）
２
次
締
切
分 

・
民
宿
花
藤 

・
小
谷
内
表
具
店 

・
マ
ミ
美
容
室 

・
小
坂
工
務
店 

・
㈱
永
江 

・
山
本
建
具
木
工 

・
蕎
麦
処
く
き 

・
愛
知
繊
維
㈱ 

・
カ
ッ
ト
ル
ー
ム 

エ
ス
ア
ー
ル 

・
播
摩
製
材
所 

・
中
華
料
理
琥
珀 

・
航
心
丸 

・
８
番
ら
ー
め
ん
田
鶴
浜
店 
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・
能
登
島
軽
便 

・
藤
撚
糸 

・
陶
房
独
歩
炎 

・
坂
本
建
具
店 

・
藤
井
機
業
場 

・
理
容
み
の 

・
よ
ろ
い
寿
司 

・
ス
ナ
ッ
ク
舞
姫 

・
高
重
土
木 
・
割
烹
お
と
み
㈱ 

・
㈲
小
林
工
務
店 
・
山
崎
水
産 

・
島
田
酒
店 

・
ツ
チ
ノ
ネ
工
房 

・
㈲
小
林
左
官
工
業 

・
遊
漁
船
大
橋 

・
鴫
島
イ
カ
ダ 

・
ま
つ
だ
装
飾 

・
横
谷
建
築 

・
水
上
水
産 

・
岩
城
自
動
車
鈑
金 

・
よ
し
だ
ゼ
ミ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

青
年
部
活
動 

商
工
会
の
日
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

           

６
月
11
日
（
火
）
午
後
５
時
よ
り
、

田
鶴
浜
地
区
の
仮
設
住
宅
に
復
興
支

援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
飲
料
水

の
配
布
を
行
い
ま
し
た
。 

配
布
場
所
は
「
垣
吉
町
第
１
団
地
」

お
よ
び
「
舟
尾
町
第
１
団
地
」
の
２

箇
所
で
計
１
１
１
世
帯
に
５
０
０
㎖

24
本
入
り
の
水
を
配
布
し
ま
し
た
。 

 

受
取
っ
た
入
居
者
か
ら
は
、
た
く

さ
ん
の
感
謝
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 
女
性
部
活
動 

若
手
後
継
者
等
育
成
事
業
講
習
会 

６
月
13
日
（
木
）、
商
工
会
本
所
に

て
「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
は
じ
め
の
一
歩
」
と
題

し
、
災
害
に
対
応
し
た
事
業
継
続
計

画
を
学
ぶ
講
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

講
師
の
野
口
正
人
氏
は
防
災
士
で

被
災
地
域
の
復
興
支
援
を
行
う

REVIVE JAPAN

の
代
表
理
事
と
し
て

東
日
本
大
震
災
や
熊
本
地
震
、
西
日

本
豪
雨
、
今
回
の
能
登
半
島
地
震
に

お
い
て
も
現
地
で
支
援
活
動
を
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 
 

 

講
習
で
は
、「
重
ね
る
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
」
で
事
業
所
や
自
宅
（
従
業
員

の
自
宅
も
）
の
立
地
は
ど
の
よ
う
な

災
害
リ
ス
ク
が
あ
る
か
を
事
前
に
調

べ
て
お
く
こ
と
や
、
発
災
時
の
初
動

対
応
基
準
（
何
が
、
ど
う
な
っ
た
時
、

ど
う
す
る
）
を
定
め
る
こ
と
、
そ
の

指
示
者
は
、
役
職
で
は
な
く
事
業
所

に
す
ぐ
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

者
が
良
い
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る
Ｂ

Ｃ
Ｐ
の
つ
く
り
方
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

            

   

      

              

    

 

 

飲料水配布の様子 

７
月

（
必
要
な
も
の
） 

① 

１
～
６
月
ま
で
記
入
さ
れ
て
い
る

源
泉
徴
収
簿
ま
た
は
、
賃
金
台
帳 

② 

納
付
書 

 

※
商
工
会
で
記
帳
指
導
を
さ
れ
て
い
る

方
は
、
帳
面
の
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。 

※
窓
口
相
談
の
際
は
、
事
前
に
電
話
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
】 

 ● 

令
和
６
年
６
月
14
日
付
の
国
税
庁

告
示
に
よ
り
、
七
尾
市
を
含
め
６

市
町
に
納
税
地
が
あ
る
方
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
申
告
納
付
等
の

期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。 

● 

令
和
７
年
１
月
よ
り
、
申
告
書
や

届
出
書
等
の
控
え
に
収
受
日
の
押

な
つ
を
行
わ
な
く
な
り
ま
す
。 

 

詳
細
は
国
税
庁
H

P
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

講習会の様子 
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定
期
健
康
診
断
の
お
知
ら
せ 

 

今
年
度
の
定
期
健
康
診
断
の
日
程

は
、
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。 

詳
細
、
申
込
に
つ
い
て
は
後
日
（
８

月
中
旬
頃
）
に
ご
案
内
し
ま
す
。 

   

満
期
が
楽
し
み
な
貯
蓄
共
済
、
不

意
の
ケ
ガ
に
備
え
た
傷
害
共
済
が
加

入
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
で
す
。（
貯
蓄
共

済
９
月
17
日
（
火
）
／
傷
害
共
済
令

和
７
年
３
月
31
日
（
月
）
ま
で
）
詳

し
い
内
容
は
「
商
工
か
が
の
と
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
お
問
合
せ
、
加
入

申
込
は
商
工
会
ま
で
。 

７
・
８
月
行
事
予
定 

【
７
月
】 

10
日 

事
業
者
向
け
施
策
説
明
会(

本
所)

 

 
 
 
 

月
例
会 

17
日 

女
性
部
役
員
会
（
本
所
） 

26
日 

商
業
部
会
・
工
業
部
会 

視
察
研
修
（
富
来
方
面
） 

31
日 

理
事
会 

     

10/28(月) 

サンビーム日和ケ丘 オカザキ電機㈱ 

９：００～１１：００ １３：３０～１５：３０ 

11/ 5(火) 

中島地区コミュニティーセンター（多目的ホール） 

９：００～１１：３０ 

（胃 X 線） 

１３：００～１５：００ 

11/12(火) 

中島地区コミュニティーセンター（多目的ホール） 

９：００～１１：３０ 

（胃 X 線・乳がん） 

１３：００～１５：００ 

商 業 99 

2 工 業 59 

 
土 木 建 築 91 

観光サービス 133 

定 款 事 業 所 18 

特 別 会 員 11 

合 計 411 

(参考)「定額減税」をしきれないと見込まれる方の給付金「調整給付金」とは 

現在、納税者及び扶養親族等 1 人につき、4 万円(令和 6 年の所得税3 万円＋ 
令和 6 年度分の個人住民税所得割1 万円)の「定額減税」がされています。 

 

●給与所得者に対する実施 
令和 6 年 6 月 1 日以降最初に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税。 

●事業者に対する実施 
原則として確定申告で減税(予定納税対象者は予定納税の通知の機会に減税) 
 
その際、定額減税をしきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれな
い額を１万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

内閣官房 HP より 

 
 

令和 6年 7月 1日現在 

商
工
貯
蓄
共
済
・
傷
害
共
済 

加
入
強
化
月
間
中
で
す
！ 

会 員 数 


